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No.2 宮城県水循環保全基本計画（案） 

計画の 

概要 

①計画名、策定年月：宮城県水循環保全基本計画(案)、平成１８年１１月 
②対象流域または対象行政区界：宮城県 

 
策定の背

景、目的 

①背景 

『本計画は、「ふるさと宮城の水循環保全条例」（平成１６年宮城県条例第４２号）

に基づいて策定するもので、健全な水循環の保全に関する総合的かつ長期的な目標

及び施策の大綱、本計画に基づき各流域ごとに流域水循環計画を定めるに当たって

基本となる事項並びに健全な水循環の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推

進するために必要な事項を定めるものです。 

本計画は、宮城県のもつ恵まれた水環境を次代へ引き継ぎ、現在及び将来の県民

が豊かな水の恩恵を享受し、快適な社会生活を営むことができる社会の実現を目指

すものであり、宮城県環境基本計画（平成１８年３月策定）の重点プログラムの１

つである「健全な水循環の確保」についての個別計画として位置付けられるもので

す。さらに、県民が良好な飲料水その他の用水を確保でき、その他自然の水循環の

もたらす恵みを持続的に享受できることを目指すものであり、その実現に向けて県

民、事業者、行政機関等地域社会を構成するすべての者が公平な役割分担の下に、

自主的かつ積極的に取り組むための基本的な方向性を示したものです。』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②計画の基本理念・目標 

健全な水循環の形成に向けて、4 つの要素に対して目標を定める。 

1)清らかな流れ 

すべての水域において、水質環境基準を達成する。 

2)豊かな流れ 

利水障害を起こさないため、また、動植物の生育環境を保全するため、平常時

の河川の水量を豊かにする。 

3)安全な流れ 

河川整備を推進し、河川整備率の向上を図る。 

4)豊かな生態系 

多様な生態系の保全に向け、森林、農地、水辺環境を保全する。 

 

③計画期間 

平成１８年～２７年の１０年間 
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現況把握 流域（行政区域）の現況 

行政区域面積 ：約７，２９０ｋｍ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水収支図は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題 ①清らかな流れ 

・水環境基準の不達成 

河川の水質は良好だが、閉鎖性水域では水質環境基準を達成していない。

・富栄養化 

閉鎖性水域においては富栄養化現象が見られる場所がある。 

 

②豊かな流れ 

・流出率の増加 

森林や農地の保全整備を行うことと、森林や農地の機能を利用して地下水涵

養を行う必要がある。 

宮城県全域

蒸発散 降　雨

4,651（47％） 9,945【1,365mm/年】

地　　　　表　　　　面

2,455（25％）
（78.2）

地　
　

下　
　

水

（28％）2,828
（89.7）

県外より
　7,310（231.8）

10,138（321.5）

河　
　
　
　
　

川

利水

• 水道

• 工業用水

• 農業用水

海　　　　　　　域

3,796（120.4） 6,481（268.9）

55

（1.7）

3,270

（103.7）

1,385

（43.9）

1,613

（51.1）

327（10.4）

単位：百万ｍ3 / 年
（ｍ3/秒）

8,481 
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 ③安全な流れ 

・治水 

今後は河川整備率の向上を図っていく。 
・雨水浸透の推進 

森林及び水田の持つ保水能力で雨水を浸透させたり、都市部で貯留施設や浸

透施設を設置して雨水等の流出速度を遅くする。 

 

④豊かな生態系 

・生態系の保護 

森林・農地・身近な水辺環境等が本来有する自然循環機能が発揮されるよう

にする。 

対策の 

方針 

対策の基本方針 

『私たちはこれまで、それぞれの場における水質改善を行うことに主眼をおいて

取り組んできましたが、水は循環する特性をもっているものであることから、この

ような限定的な取組では、総合的な問題を解決するには不十分でした。 

これらの問題を解決するためには、これまでの「場の視点」に加えて、山間部、

農村部及び都市郊外部、都市部といった地域内のみならず、これらが互いに連携す

ることや、施策間の連携を図ることが必要です。 

健全な水循環の保全に向けて大切なことは、水質、水量、治水、生態系が互いに

良好な状態を目指すとともに全体のバランスを良好にすることにあり、これらの指

標について評価の低いものから取組を進めることが必要です。 

評価の低い要因を究明するとともに、その解決に重点を置いた施策を優先させま

す。』 
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具体的対

策の概要 

①具体的対策の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

策定時の

住民の関

わり 

①住民アンケート 

県住民(無作為抽出による 2,000 人)および、水と関わりが深い民間団体、ＮＰＯ

法人の意識と取組について郵送アンケートを行った。 

住民による回答の結果： 

1)水循環を取り巻く諸問題への関心 

水質汚濁の進行、緑地・水生生物の減少、渇水の発生などへの関心が高い。

2)日常の水利用に関する取り組み状況 

洗濯時のまとめ洗い、シャワー等の節水の実施。雨水利用への関心が高い。

3)身近な水辺環境の現状 

散歩、魚釣り・魚とりが多い。 

4)これからの水循環に関する取組 

水を汚さない、水を大切に使う、水辺の清掃活動など。 

また、民間団体、ＮＰＯ法人の活動に関しては人材育成、取り組みへの県民・

地域のさらなる参加、行政の支援などが課題として挙げられている。 

 

 また、民間団体および NPO 法人には活動内容および現在の活動における課題を調

査し、取組みを継続させていくための人材育成、県民・地域の更なる参加、行政の

支援などの課題が回答として得られた。 
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